
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-医師修学資金貸与制度のご案内- 

 将来、鹿角市内の病院・診療所へ医師として勤務しようとする医学部の 
学生へ修学資金を無利子で貸し付けいたします。 
 
対象となる方 
 高等学校を卒業し（卒業見込みの者を含む。）、日本国内の大学で医学を履修する課程に在学する者で、将
来鹿角市内の医療機関において医師として従事しようとする意思があり、かつ、次の条件のいずれかに該当
する方。 
 （１）市に住⺠登録し、３年以上経過している方 
 （２）市に住⺠登録している方と３親等以内の親族関係にある方 
 （３）３親等以内の親族が市内で３年以上事業所等を経営している方 等 
 
貸与額と期間 

（１）修学資金  月額２０万円（最大６年間）※大学卒業まで毎月指定の口座に振込 

（２）入学一時金 限度額７６０万円（入学初年度に大学へ支払う金額） 

         ※初回の振込時に加算します。 
 
返還方法と返還免除 
（１）返還方法（無利子です） 
   貸与期間の２倍の期間以内に、月賦または最⻑半年賦の均等払いで返還する。 
（２）返還免除【下記条件を満たした場合、返還が免除されます】 
   卒業後、１年６か月以内に医師となり、臨床研修終了後、１０年以内に鹿角市内 

   の医療機関で医師として就業し、６年間 勤務すること。（返還猶予期間あり） 

お問い合わせ先 
秋田県鹿角市 地域医療推進室 
� 0186-30-0262 
� 0186-22-2044 
✉ chiiki-iryou@city.kazuno.lg.jp 

 詳細は鹿角市ホームページをご覧ください https://www.city.kazuno.akita.jp/ 
 


